
医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

大
石
医
院

医
療
法
人
椿
会

津
久
見
市
上
宮
本
町
二
二
番
一
四
号

令

六
・

五
・

一

牧
野
リ
ウ
マ
チ
整

形
外
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

医
療
法
人
紀
泉
会
別
府
市
船
小
路
町
二
番
三
六
号

令

六
・

五
・

一

大
堀
脳
神
経
ク
リ

ニ
ッ
ク

医
療
法
人
弘
仁
会
中
津
市
豊
田
町
三
番
地
の
一
一

令

六
・

五
・

一

中
津
脳
神
経
外
科

病
院

医
療
法
人
弘
仁
会
中
津
市
大
字
福
島
字
道
竹
一
〇
五
五
番

地

令

六
・

五
・

一

上
尾
皮
膚
科

医
療
法
人
上
尾
皮

膚
科

佐
伯
市
大
手
町
三
丁
目
三
番
三
八
号

令

六
・

五
・

一

島
村
耳
鼻
咽
喉
科
医
療
法
人
島
村
耳

鼻
咽
喉
科

佐
伯
市
中
の
島
一
丁
目
二
番
二
九
号

令

六
・

五
・

一

児
玉
循
環
器
科
・

内
科
医
院

医
療
法
人
児
玉
循

環
器
科
・
内
科
医

院

臼
杵
市
大
字
市
浜
八
六
六
番
地
の
四

令

六
・

五
・

一

高
田
中
央
病
院

医
療
法
人
新
生
会
豊
後
高
田
市
新
地
一
一
七
六
番
地
一

令

六
・

五
・

一

清
和
病
院

医
療
法
人
オ
レ
ン

ジ
会

杵
築
市
大
字
船
部
二
一
六
七
番
地
の
二

〇

令

六
・

五
・

一

ロ
イ
ヤ
ル
グ
リ
ー

ン
薬
局

株
式
会
社
ロ
イ
ヤ

ル
薬
局

別
府
市
山
の
手
町
三
二
六
七
番
地
二

令

六
・

四
・

一

有
限
会
社
く
ら
う

ん
薬
局

有
限
会
社
く
ら
う

ん
薬
局

別
府
市
中
央
町
六｜

二
二

令

六
・

五
・

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

オ
リ
ナ

ス

株
式
会
社
Ｏ
Ｒ
Ｉ

Ｎ
Ａ
Ｓ

別
府
市
石
垣
東
八
丁
目
二｜

二
Ｇ
Ｒ
Ｃ

ｏ
ｐ
ｕ
ｓ

ｂ
ｅ
ｐ
ｐ
ｕ

三
五

五
〇
一
号
室

令

六
・

四
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
年
月
日

種

類

名

称

発
行
所
名
等

指
定
理
由

著
し
く
青
少

年
の
性
的
感
情

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

令
和
六
年
度
の
自
衛
官
候
補
生
の
採
用
試
験
の
期
日
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
二

公

告

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

次
の
図
書
等
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
こ
れ
を
有
害
図
書
等
に
指
定
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

目

次

令

和

六

年

（ 金 曜 日 ）

第
五
三
一
号

八

月

二

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
八
月
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



令
六
・

七
・
一
九

雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

六
月
号

㈱
大
洋
図
書

を
刺
激
し
、
著

し
く
青
少
年
に

粗
暴
性
若
し
く

は
残
虐
性
を
植

え
付
け
、
又
は

著
し
く
青
少
年

の
犯
罪
若
し
く

は
自
殺
を
誘
発

し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す

る
お
そ
れ
が
あ

る
。

〃

〃

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

七
月
号

㈱
鉄
人
社

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

試
験
期
日
及
び
検
査
実
施
日

試
験
場
及
び
身
体
検
査
場
の
位
置
及
び
名
称

令
和
六
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で
の
間

で
自
衛
隊
大
分
地
方
協
力
本
部
が
指
定
す
る
日

別
府
市
大
字
鶴
見
四
五
四
八
―
一
四
三

陸
上
自
衛
隊
別
府
駐
屯
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
六
年
度
の
自
衛
官
候
補
生
の
試
験
期
日
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
二
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

ウ
ェ
ブ
（W

eb

）
試
験
（
筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
）
に
お
け
る
試
験
期
日

令
和
六
年
九
月
十
六
日
又
は
同
月
十
七
日
の
う
ち
受
験
者
が
希
望
す
る
日

二

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査

三

そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
大
分
地
方
協
力
本
部
募
集
課
（
電
話
〇
九
七
―
五
三
六
―
六
二
七
一
）
に

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
八
月
二
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

宇
佐
市
大
字
麻
生
字
下
ノ
平
五
一
八
番
か
ら
五
二
一
番
ま
で
、
五
二
五
番
、
五
二
六
番
一
か
ら
五
二
六

番
四
ま
で
、
五
二
八
番
、
五
二
九
番
、
五
三
〇
番
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
下
ノ
平
五
一
九
番
・
五
二
五
番
・
五
二
八
番
・
五
二
九
番
・
五
三
〇
番
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い

て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

二

指
定
介
護
老
人
保
健
施
設
中

介
護
老
人
保
健
施
設
泉
の
里

「

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
一
二
五
〇
―
一

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

設
泉
の
里

〃

〃

赤
嶺
一
二
五
〇
―
一
」
を

介
護
老
人
保
健
施
設
泉
の
里

「

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
一
二
五
四
―
一

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

令
和
六
年
八
月
二
日

二



ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

設
泉
の
里

〃

〃

赤
嶺
一
二
五
四
―
一
」
に
改
め
る
。

四

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

ケ
ア
ハ
ウ
ス
ア
イ
リ
ス
清
心
園

「

〃

大
字
横
尾
四
四
五
一
―
一
九
」
を

ケ
ア
ハ
ウ
ス
ア
イ
リ
ス
清
心
園

「

〃

大
字
横
尾
四
四
五
一
―
一
九

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
そ
う
り

ん
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

〃

大
字
横
瀬
三
七
〇

に
、

そ
う
り
ん
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ

〃

大
字
横
瀬
三
七
〇

」

短
期
入
所
生
活
介
護
「
泉
の

里
」

「

〃

三
重
町
赤
嶺
一
二
五
〇
―
一
」
を

短
期
入
所
生
活
介
護
泉
の
里

「

〃

三
重
町
赤
嶺
一
二
五
四
―
一
」
に
改
め
る
。

〇
公

告

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

非
常
用
圧
縮
毛
布

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
乾
溜
工
業
株
式
会
社

大
分
支
店

支
店
長

高

橋

秀

明

大
分
市
青
崎
二
丁
目
四
番
三
十
九
号

五

落
札
金
額

二
千
九
百
七
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
五
月
十
四
日

令
和
六
年
八
月
二
日

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
告
）

三


